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公募占⽤指針改訂に⾄ったプロセスについて

• 今回の公募占⽤指針改訂は、2025年3⽉10⽇の「第31回合同会議」で初めて公表され、
その後、2025年3⽉28⽇〜4⽉27⽇にかけてパブリックコメントが実施された。

• 第1ラウンドにおける「FITからFIP制度への移⾏」は、公募の⼤前提の変更（＝⼤きな
ルール変更）であり、洋上⾵⼒に関係する事業者全体と丁寧な議論をして進めて頂きたい。

• 第4ラウンド以降についても、ルール変更についてはパブリックコメントを開始する前に、業界との丁寧
なコミュニケーションを望む。
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第1ラウンド⼊札に当たっての当社認識

• 第1ラウンドの3案件（秋⽥県能代市、三種町及び男⿅市沖、秋⽥県由利本荘市沖、千葉県
銚⼦市沖）の公募期間（令和2年11⽉27⽇〜令和3年5⽉27⽇）に先⽴ち、既に各種審議
会でFITからFIPへの移⾏が議論されていたことは理解している。

• そのため、事業者にとっては公募ルールの明確化が求められていた。実際、「⻑崎県五島市沖海
洋再⽣可能エネルギー発電設備整備促進区域公募占⽤指針（案）」へのパブリックコメントでは、
FIP移⾏に関する意⾒が提出されており、これに対し、以下の回答が⽰されている。

• 従い、FIP移⾏はできない、というのが第１ラウンド参加者の共通認識。
（この⼤きな前提が共通認識でないのなら、そもそも公平な⼊札が当時成⽴していない。）

出典︓「⻑崎県五島市沖海洋再⽣可能エネルギー発電設備整備促進区域公募占⽤指針（案）」に関する意⾒募集の結果について、別紙
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155201102&Mode=1
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FIP転換可能となる場合の課題認識
• 「FIP移⾏はできない」という事業者の認識のもとで実施された第1ラウンドでは、⾮常に低価格で
⼊札した事業者が、それにより⾼得点を得て落札。

• 落札者がこの価格で事業を実施しないのであれば、そもそも⾼得点を受け落札した根拠が
失われる可能性有り。

• また、他の公募参加者も「FIPへの移⾏が可能」という条件であれば別の価格で札⼊れしたかも
しれず、評価結果が変わっていた可能性あり。（例えば価格点が同じだった場合、2海域で落札
者が変わる。）
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当社意⾒

• 今回の公募占⽤指針改訂は事後的な「公募ルールの変更」であり、業界との丁寧な
意⾒交換の継続をお願いしたい。

• 公平性の観点から、第1ラウンド事業者は「FIT制度」を前提として事業を継続することが
望ましいと考えられる。公平性が担保されない⼊札の運⽤は、⼊札制度そのものへの
信頼性を落とすのではないか。

• 仮に「FIP制度への移⾏」を認める場合には、公平性の観点から再⼊札の実施も含めて
検討されるべきではないか。

• 尚、「FIP制度」を前提として再⼊札が⾏われる場合、ゼロプレミアムでの⼊札を⾏う事業
者が現れる可能性があり、結果として国⺠負担の軽減にも繋がることが期待される。
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まとめ
① 公募占⽤指針改訂に⾄ったプロセスについて

第1ラウンドにおける「FITからFIP制度への移⾏」は、公募の⼤前提の変更（＝⼤きな
ルール変更）であり、洋上⾵⼒に関係する事業者全体と丁寧な議論をして進めて頂きたい。

② 第1ラウンド時の公募に関する事業者の認識
 第1ラウンド（秋⽥県能代市、三種町及び男⿅市沖、秋⽥県由利本荘市沖、千葉県銚⼦市沖）の公募期
間に先⽴ち、FITからFIPへの移⾏が議論されていた。

 そこで公募ルールの明確化を求めた「⻑崎県五島市沖の公募占⽤指針」でのパブリックコメントでは、「FIT認定を
前提として、FIP移⾏は想定していない」旨の回答あり。従い、後のFIP移⾏はできない、というのが第１ラウンド
⼊札参加者の共通認識。
（この⼤きな前提が共通認識でないのなら、そもそも当時に公平な⼊札が成⽴していない。）

③ 「FIP移⾏可能」となる場合の課題認識
 上記共通認識に基づき、第１ラウンド落札事業者は圧倒的に低いFIT価格で事業をやることが
評価され落札したのであり、FIP移⾏するのであれば、落札した根拠がなくなる。

 もし他の参加者が「FIPへの移⾏が可能」と認識していた場合、落札者が変わっていた可能性が
⼗分にある。（価格点で差がつかない場合、⼀部海域では他事業者の⽅が⾮価格点が⾼い。）

④ 当社意⾒
 公平性の観点から、第1ラウンド事業者は「FIT制度」を前提として事業を継続することが望ましいと考えられるが、
仮に「FIP制度への移⾏」を認める場合には、再⼊札の実施も含めて検討されるべきではないか。

 尚、再⼊札が「FIP制度」を前提として⾏われる場合、第2・第3ラウンド同様にゼロプレミアムでの
⼊札を⾏う事業者が現れる可能性があり、結果として国⺠負担の軽減にも繋がることも期待される。




